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1瀾民全体のこ鵬ズとしての「こころの健康」～当事者や家族の声～  

－脚押廉廉鴎灘鴫好鵬、姉ぺ辞碑押倒貯脚絆胸一触励廉廉   

「当事者や家族をはじめ国民のニーズを主軸に据えた改革」  

“こころの健康政策構想会議，，は、「当事者や家族をはじめ国民のニーズを主軸に据えた改革」、  

「高質と効率の双方を重視したサービスモデルへの転換」、「数値目標およびその期限と達成戦略  

を明確にした手法」の3点を基本原則としてきました。そのなかでも最も大切にしてきたのは「当  

事者や家族をはじめ国民のニーズを主軸に据えた改革」です。毎回の会議の冒頭でほ、精神疾患  

をもつ当事者やその家族がその日のテーマについてみずからの切実な体験を率直に発表しまし  

た。そこで明らかになったニーズにどう応えるか、そのことを検討の基本としてきました。当事  

者や家族が繰返し訴えた内容は、「こころの健康」への国民のニーズを端的に表現しています。  

当事者や家族の声に反映された国民のニーズ  

「いつもと違う自分に不安を感じても、どうしてよいかわからなかった。どこに相談してよ′い  

かわからなかった。早期に支援を受けたかった。」（相談窓口の不十分さ、早期支援の必要性）、  

「こころの病気について知る模会がまったくなかったので、何も知らなかった。学校でも教え  

てもらったことはなかった。」（こころの健康の問質についての啓発の不足）、「危蔑の時にも誰  

も助けてくれない。困った時にいつでも相談できて、自宅まで来てくれる支援がほしい。」（救  

急対応の不足、‘‘届く”サービスの必要性）、「病気だけでなく毎日の生活を援助してほしい」（全  

人的サービスや生活の支援の必要性）、「当事者・家族が利用できるサービスを、どこで誰が提供  

しているのかわかりづらい。」（さまぎまな御慶のサービスを一体化して提供する必要性）、「複  

雑な問題をかかえているほど、相談窓口にたどりつけない。」（ニーズが高いほどサー∴ビスが届  

かない現状）、「病名と治療法のどちらについても、本人にも家族にも十分な説明がなかった。  

借薪できる専門家になかなかめぐりあえない。」（信頼感のある医療のために必要な時間的余裕  

の不足、専門家の人材育成の不十分さ）  

2．「こころの健康推進」を政策とする感要性と重要性～改革接嘗の背景～  

－鵬灘拷鴎粛沖繭鴎鴎一触粛好脚好一鵬鵬胡絆繭、翻   

国民の「こころの健康の危凍」という現状と三大疾患としての精神疾患  

心身の健康は、ひとりひとりの国民の基本的な権利であり、社会の括カと発展の基盤をなす  

ものです。W托0ほ疾患の政策的重要度の指標として健康・生活議書指標（障害調整生命年  
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disability－adiustedlifeyears，I）ALY）を用いています。これほ病気や障害による損失の大き  

さを示すもので、日本を始めとする先進国ではそのトップが精神疾患です。このDALYのもと  

づいて、たとえばイギリス政府ほ精神疾患を三大疾患の一つと位置づけた施策をおこなってき  

ています。これにたいして日本では、からだの健康に比べるとこころの健康の位置づけが低く、  

保健・医療・福祉のいずれの分野においても社会としての取り組みがDAl．Yの水準にふさわし  

くない遅れたままの状況にあります。  

現在の日本は、受診中の精神疾患患者だけでも国民の40人に1人にのぼり、生渡を通じるとど  

んなに少なく見摘もっても5人に1人が精神疾患に樺患するとされています。こころの健康の  

問題は、国民すべてに関わる問題と言えます。また、年間自殺者は12年速読で3万人を超えてお  

り、亡くなる方の40人に1人以上が自殺によるという、先進国で最悪の状況にあります。まさ  

に「国民のこころの健康の危横」と言える現状です。  

こころの健康の危横の背景  

こうした国民のこころの健康の危機の背景にほ、気分障害（うつ病・躁うつ病）の受診患者数かわ  

ずか6年間で2倍以上に増加したことに代表されるようPこ、精神保健・医療・福祉サービスヘのニー  

ズが高まり国民の意識か変化していきているのに対して、サービス提供の体制が対応できていな  

いことがあります。これまで国民のこころの健康についての国の施策は、重症化した精神疾患患  

者軋おもに民間病院風儀存して入院医療を提供することを中心としてきた精神科医療忙代表さ  

れるように、顔奄化し深刻化した個々の間者への対策の帝上げに留まってきました。しかもその  

医療サービスにおいては、精神科だけが低い水準で良いとされ（例えば医師数が他甲医療の1／3で  

良いとされています）、国の法律・医療制度として精神疾患患者への差別が今も続いています。  

「こころの健康推進政策」の必要性  

こころの健康の問題は、精神疾患として認められるだけでなく、多くは緊急の社会問題という  

形で表れます。壮年男性では死因の第1位をしめる“自殺”、育児の困難を象徴する‘‘虐待”、家庭  

で出口が見えない“ひきこもり”や‘‘ドメスティック・バイオレソスガ、学校で対応を迫られる〟不  

登校、いじめガ、青少年の〟薬物汚染”、職場で増加を続ける〟うつガ、悲惨な事故を引起す〟飲酒運  

転”、街中で見かける“路上生活者ガ、高齢者の生活を脅かす“孤立”、これらすべての問題の基礎  

には、こころの健康の問題があります。  

こうした国民のこころの健康の危機という現状、多くの緊急の社会問題の背景にこころの健康  

の間者があるという状況を考えると、「国民のこころの健康の回復と増進」は国や政府が政策と  

して優先して取鼠むべき国家的戦略課題と言えます。それぞれの問題に個別の対策を立てる  

だけでなく、それらを給食して蔚民のこころの健康を推進するために、国としての包痛的な政  

策を確立することか急がれます。そうした政策にもとづいて、保健・医療・福祉について、三大  

疾患の一つとしての精神疾患にふさわしいサービスの量と質を確保し、そのサービスを一体と  

して提供できる御慶を確立することが必要です。また、精神疾患患者についての制度としての  

差別を率直に反省し、そうLた事態をすみやかに解消しなければなりません。  

「こころの健康について、いつでも、どこでも、良質のサービスを受けることができる」という国  

民の廉いに応えた安心社会が実現できるよう、国ほそのサービス提供の体制を抜本的に改革す  

る土必要があります。そのことが、緊急の社会問題の解決をももたらします。自殺者の減少も、そ  

うした国の包括的な取組みを通じてこそ期待できます。  次のページにつづく○  
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3．こころの健康問題の特徴にあわせて精神保健医療を改革します  

が好一脚沖一脚由ぜ画闊ぺ挙鱒押」貯画沖ぜ村仲粛押鴎脚絆1㌘姉野鶴脚絆鵬幽   

鬼えにくい問題、届きにくいサービス、変わりやすい状態  

～こころの健康の問題の特徴～  

ニころし7〕健頗ご7ご・㌻ジョ撃には、からだ字）鮭旗㌻）問題や与さ1的な発達む問竃と比べた壕今～：、3かつ特級  

ころの鰭  があきiます二桔袴デ￥こ健一扱轡・福祉サ】ビスについて改革を進める際にほ、そうしたこ  

長Lフプぎ妻i堪こり韓盛を蔑まえたサ㌦ピ プ・み仕観みセ考える必要があります。  

第一は、問題が見えにくいという特徴です。こころの健康に問題  

があるということ、感じている困難がこころの健康の問題による  

ものだという．ことが、本人にも家族にも周囲の人にもわかりにく  

く、そのためなかなかサービスにたどりつけません。したがって、  

こころの健康の問題を早期に発見し、速やかに対応できるような  

仕組みが必要です。精神保健の充実であり、しかも医療との適切  

な連携です。  

第二は、「サービス¢必要性が高いはどサービスが届きにくい」とい  

う特徴です。病気の知識や相談先についての情報の不足、こころの間  

者を認め相談に出向くことをためらう気持ち、精神疾患の症状のため  

軋病気を認識できずサービスを拒否するなどさまざまな理由で、サー  

ビスの必要性が高いほどサービスが届きにくくなってしまいます。  

このように、当事者のニーズと専門のサービス軋距離がある時、解  

決法は2つです。ひとつは当事者がサービスに近付く、つまり入院  

や入所を前提としたサービスであり、もうひとつはサービスが当事者に近付く、「届くサービ  

ス」（アウトリーチ）です。これまで日本におけるサービスほ前者が中心でしたが、これを後者  

のアウ1トリーチヘと移行することが必要です。家庭や地域で専門的なサービスと生活の支援  

を受けられるようにするという仕組みは、先進国における標準的な姿です。  

第三ほ、状態ガ変わりやすいという特徴です。保健の問題と思えた  

ことや長期化し福祉の対象と見えた事態が急に医療を必要とする  

事態に変わることかあり、また医療での解決が速やかに進んですや  

Fこ保健や福祉のサービスが必要となることがあります。サービス  

は、提供する例の都合で保健・医療・福祉と制度が分かれています  

方i、こころの健康問題の当事者にはそれらが一体として届く任組み  

が必要です。  

全人的サービスを当事者に届けます  

～多職種チームによるアウトリーチをサービスの基本に～  

保健・医療・福祉すべての分野で、多機種チームによるアウトリーチをサービスの基本にしま  

す。医師だけでなく、看護師・作業療・法士・精神保健福祉士・薬剤師・臨床心理戦などの多職種の  

独血Hd血Co址dP01i町1d血血亡  
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専門家がチームを組んでサービスを提供するのが多職種チームです。こころの健康の問題は、  

症状として表れるだけでなく、こころで苧さを感じたり、日々の生活や働くことに困難が起こ  

ることが特徴です。薬によって病気を治療するだけでなく、心理的なサポートをしたり、生活や  

就労を支援することが必要となります。そうした当事者のニーズ全体について、ニーズに見  

合りたサービスを届けるための        ・・ －：・ －      、－．  ニー  

す（BOX瑠参照〉。病気を治療するだけでない、当事者の生活全体を支える全人的サービスです。  

地域こころの健康推進チーム（仮称）を創設します  

市区町村が主体となる「地域こころの健康推  

進チーム」（仮称）を創設し、多職種チームに  

よるアサ1トリーチ活動を通じて、こころの健  

康問題をかかえる住民を支援したり啓発活  

動を行なうなどの、精神保健機能を担当しま  

す。人口10万人を対象としたエリア責任鱒  

で、年間365日活動し、夜間は電話相談を基本  

にします。1エリアあたり10人からなる1チー  

ムの割合での設置を想定します。  

具体的な役割としては、次のような仕事が考えられます。電話などで最初の相談窓口となる  

（サービスの入口「こころの健康SOSダイヤル」）、相談者のところに出向いて相談を受ける  

（アウ1トプーチ）、相談内容にもとづいて必要なサービスへと結びつける（トリアージュ）、自  

殺未遂者やひきこもりなど医療に結びついていない住民を継続的に支援する（継続相談）、医  

療が必要な場合の橋渡しをする（医療アウトリーチとの連携）、学校・戦場・児童相談所・生活  

保謹窓口などこころの健康問題についてニーズが高いところに出向き助言や啓発を担当す  

る（助言と啓発）、精神疾患からの回復者への支援（アフターケア）、そうした活動を通じて地  

域のニーズを把握し不足しているサービスを明らかにする（ニーズ調査と行政への長音）。  

これらの活動を通じて、住民のこころの健康同塵のすべてに対応します。  

このように精神保健や啓発を推進することで、住民のこころの健康問題についての安心感は  

増していくと期待され、また疾患の予防や早期発見により住民のこころの健康の増進を図る  

ことができます。その結果、その後に必費となる医療や福祉サービスが減るという形で、地  

域こころの健康推進チームのために必要なコストは報われることになります。  

次のページにつづく○  
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医療サービスを国民のニーズに合ったものに変えていきます  

地域こころの健康推進チームが十分に機能を発揮するためには、それを支えるしっかりとした  

精神医療サービスが不可欠です。現在の精神医療サービスほそうした国民のニーズに見合わ  

なくなっていますので、さまざまな改革を進めていきます。代表的な内容を3点学ばます。  

3つの精神医療改革  

第一は、医療においても多職種チームやアウトリーチを実現することです。外来でも入院で  

も、必要に応じて多職奄チーム医療を提供することで全人的医療が実現できれば、例えば「薬  

填け」を減らしていくことができます。また、医師ばかりがサービスの担い手にならなくて済  

むようになれば、3分診療を30分医療へと変えていく手がかりがつかめます。さらに、医療機関  

からのアウトリーチ医療を普及させることで、地域こころの健康推進チームからの依頼を受  

けての早期支援、医療が途切れがちな当事者へのサービス継続、社会的入院患者の地域移行、  

年齢に応じた就学や就労の援助など、在宅中心の医療を進めることができます（BOX空拳照）。  

第二は、救急医療の充実です。現状では、救急医療を24時間提供できる体制が不足していま  

す。精神疾患の救急医療においては、当事者か受診を望まないがどうしても医療が必要とい  

う場合がありますので、そうしたニーズへの対応を含めた救急医療をエリアごとに整備Lま  

す。そのために、まずアウトリーチで当事者のもとに出向き、地域で生活をしながらの治凍を  

図ります。それが難しい場合旺は、速やかに入院医寮に結びつけ、できるだけ短期間での退院  

を計指します。さらに、数日で回復が期待できる際に利用できる施設として、外来と入院の中  

間にレスバイトのような短期宿泊施設を整備し、当事者も家族も利用できるようにします。  

第三は、専門医療の普及です。清神医療はこころの健康問題すべてを対象とする幅広い分野  

ですか、それぞれの専門医療の普及は十分ではありません。とくにいずれの地域でも不足が  

顕著なのは、児童思春期・薬物依存・身体合併症についての専門医療です。また、普及が急がれ  

るものとして、例えばうつ病や不安障害や統合失調症などについての認知行動療法、認知症  

の精神症状や行動障害への対応を挙げることができます。こうした専門医療をどの地域でも  

受けることができるよう、普及を図ります（臣OX3参照）。そのなかでは、地域の実情や住民  

のニーズに合わせて、ITを用いた方法も取り入れます。こうした取組みを通じて、入院医療  

についても外来医療についても、専門分野を明確にした機能分化が進むことになります。  

精碑医療改賽の進め方  

以上のような精神医寮サービスの改革を進めるうえでは、人手がない、費用が足りないという  

困難があります。そうした困難は、2つの方法を組み合わせることで解決を図ります。  

ひとつほ、精神医療の人的配置と診療報酬を一般医轟と同等にすることです。医療法第6次改正の  

なかで、医師などが少なくても良いとするいわゆる精神科特例をなくして一般医療と同等にし，そ  

れに見合って高規格化した医療を評価するように診療報酬を改訂します。そのなかでは、多破鐘  

チーム医療やアウトリーチ医療を制度として明確に位置づけ、また専門医療の基準も設けること  

で、それらの普及を促進するとともに医療サービスの横能分化を診療報酬として適切に評価でき  

るようにします。精神医療においては、専門家が人手を十分にかけることこそが高度医療ですの  

で、専門家による人手というサービスを評価することなしに精神医療を改善することは困難です。  

次のページにつづく○  
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もうひとつはそれに先立って、当事者が住む場所や医療と生活支援のサービスを受ける権利を  

失うことがないよう十分な配慮をしつつ全国の精神病應を半減することを決め、その期限を定  

めて、実行のための計画を立てることです。行政の責任で住居を確保し、生活支援サービスとア  

ウトリーチ医療で支えることで地域生活を支援し、社会的入院を解消していきます。そのように  

して、アウ】トリーチ医療と入院医療の高規格化と医療機関の磯能分化を推進し、精神医療の一般  

医療化と医療サービスの質の向上を図ります。大きな変化により当事者や家族や医療機関に混  

乱が生じないよう、期限を明確にした経過措置と必要な財政措置をとり、また専門職にほ新しい  

サービスについての十分な研修の機会を保証して、現状からの段階的で円滑な移行を図ります。  

家族を始めとする介護者を地域社会で支援します  

こころの健康の問  

題について、家族  

を始めとする周囲  

の人々の力は専門  

家以上に大きなも  

のです。しかし、  

そのことを理由と  

してこれまで家族  

は、こころの健康  

問題についての保  

健・医療・福祉が不十分な点を肩代わりせざるを得ない立場に追い込まれ、そのことが社会的な  

孤立をも招いてきました。そうした状況を改善して、家族を始めとする介護者か安心して介護  

に携われるような家族全体を支援する体制を整えます。  

第一は、家族支援専門員制度を創設することを柱とした、家族全体を支援する任組みを作るこ  

とです。当事者だけでなく家族を始めとする介護者の支援について専門的な教育と経験を積  

んだ専門員を養成し、たとえば地域こころの健康推進チームに配置します。家族支援相談員は、  

家族や介叢書がそうした立場でなければできないような支援や介護を当事者に向けられるよ  

う、家族自身を支援していきます。  

第二ほ、医療において家族の位置づけを明確にする  

ことです。精神医療においては、例えば精神医療の  

必要性が明らかでない当事者について家族だけで医  

療についての相談を希望する場合があります。また、  

病気であることを認めていない当事者や病気で混乱  

している当事者にかわって、家族が病状の説明を受  

ける場合があります。このような場合に、相談に十  

分な時間がとれなかったり説明が不十分となりがち  

な背景には、診療報酬において家族の位置づけが明  

確でないことがあります。こうした家族の相談や家  

族への説明について、診療報酬における位置づけを  

明確にします。  次のページにつづく○  
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第三は、精神保健福祉法による医療保護入院などの非自発入院における保護者制度を廃止する  

ことです。医療を希望しない当事者にかわって非自発入院を家族が承諾する諷度は、当事者と  

の関係を悪化させかねない危惧とともに、保護者としての責任も負わなければならないとい  

う、二重の負担を家族に強いるものです。家族には、家族としての支援に専念してもらえるよ  

う、非自発入院への同意や人権擁護庭ついては別の制度を検討します。  

4．精神保健医療改革を実現するための制度を整備します  

ぜ紳好一脚絆－ぜβ由鶴鴎ぜ画狩鴎一卵押■純一脚由鵬鴎一擁・噂醐将幽   

こころの健康問題について啓発を進めます  

こころの健康の問題は、国民すべてに関わることです。しかし  

その必要性に比べて、こころの健康問題についての知識の普及  

はわずかです。地域こころの健康推進チームによる地域レベ  

ルの取組みと、国全体の取組みを組み合わせることで、こころ  

の健康問題についての啓発を進めていきます。このことが、精  

神疾患についての偏見や差別をなくしていくことの基盤にな  

ります（BOXヰ参照）。こころの健康問題はすべての年齢に関  

わり、しかも若年から始まることも多いという特徴があります  

ので、とくに中学校や高校など中等教育における学校教育のな  

かでこころの健康のテーマを取りあげる（BOX5参照）ととも  

に、青少年になじみやすいスペースを広めて気軽に情報を受取れるような工夫を推進します。  

権利擁護組織やサービス評価組織を市区町村に設置します  

非自発入院についての精神医療審査会に相当する組織として、アウ」トリーチなどの医療をはじ  

め保健や福祉についても当事者の権利を擁護するために、当事者・家族・一般市民を中心とした  

権利擁護組織を設置します。権利擁護の求めがあった時だけでなく、日常的に保健・医療・福祉  

のサービスを実地でチェックし、改善を勧告する権限をもち、当事者の権利擁箆に努めます。  

また、こころの健康についての保健・医療・福祉のサービスの評価を推進します。サービスを実  

地で評価し点検するために、当事者・家族・一般市民を中心とし医療や評価の専門家を加えた評  

価・監査組織を設置します。それぞれのサービスかどのくらい役立っているか（アウトカム）を  

評価してその結果を公表し、利用者に役立つ情報として提供します。また、例えば医寮校閲で  

あれば治療成績など、それぞれのサービス提供者がその内容や評価をみずから公表する取組み  

を進め、利用者に有用となる適切な指標を発展させていきます。そこには、地域で必要な公的  

業務への協力など、地域のネッl、ワークへの貢献も含むこととします。  

人材の育成に著橿的に取り組みます  

こころの健康についてのサービスぎこおいては、人によるサービスかすべての基本です。利用者  

や家族の尊厳と権利を守り倍顛粛係を築くことができるという基礎のうえに、専門的な知識と  

技術と経験をもち、チームワークや連携を通じてサービスを提供することで、病気だけでなく  

生活や人生を相談できる専門家の育成旺取組みます。  
次のページにつづく○   
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総合的な人材育成システムのなかのひとつとして「こころの健康地域研修センター」（仮称）を  

設置L、改革軋ともなって必要となる専門家向けの転換教育、家族支援専門員など新たに設ける  

専門職についての専門教育、これから専門家に育っていく人材についての専門職教育などを、実  

践を含めて行ないます。また、精神科医が最初に教育を受ける場となることが多い大学病院に  

おいて、多聴穂が勤務しておらず、入院医療中心の経験となりがちな現状を変えていきます。そ  

らした専門職としての人材養成を支えるものとして、一般医療関係者へのこころの健康教育を  

広め、また卒業前の専門教育においてこころの健康や地域ケアについての教育を充実します。   

地域濫「こころの健康推進会議」を設置し、「こころの健康推進計画」を策定します  

市区町村の実情と実態に合わせてこころの健康の推進を図るために、「市区町村こころの健康  

推進協議会」（仮称）を設置し、そこで「地域こころの健康推進計画」（仮称）を策定します。協議  

会の委員には当事者・家族・一般市民も参加し、住民としてのニーズを明確にします。さらに、  

地域こころの健康推進チ【ムが把握したニーズや不足している社会資源についての情報をも  

とに、その地域で進めるべき蒐策を明らかにして、地域こころの健康推進計画を策定します。  

そこには、救急医療、専門医療、臨床研究を担う地域精神医療拠点病院の指偏泊ども含みます。  

この地域こころの健康推進計画を通じて、保健・医療・福祉について民間の専門職や専門施設と  

行政などの公的磯関が連携した、「地域こころの健康推進ネットワーク」（仮称）の構築に努めま  

す。この協議会の求めるところをもとに、首長は、「こころの健康推進宣言」（仮称）を毎年行い、  

地域でこころの健康推進に取り組みやすい環境を整備します。  

都道府県は、こうして市区町村がそれぞれの地域の実情とニーズにもとづいて定めた地域ここ  

ろの健康推進計商を踏まえて、当事者・家族・一般市民も参加した市区町村を包括する「都道府  

県こころの健康推進協議会」（仮称）設置して、「都道府県こころの健康推進計画」（仮称）を策定  

します。それにより、市区町村におけるこころの健康推進に関わる計画策定や実施を支援する  

とともに、その実施に必要となる専門的な知識と経験をもつ人材の確保、養成、資質の向上のた  

めに必要な施策を策定し実施します。また知事－ま、都道府県こころの健康推進協議会の求める  

ところをもとに「こころの健康推進重言」（仮称）を毎年行い、都道府県におけるこころの健康推  

進に取り組みやすい環境を整備します。  

地方での取組みを進める基盤を国が担当します  

上記のような地方での取組みを進めるため、厚生労働大臣のもとに「こころの健康政策推進協  

議会」（仮称）を設置し、改革の実現を推進し確実にします。また、その方針にもとづいて具体的  

な施宋を進める「こころの健康政策推進チーム」（仮称）を設置します。このチームは、さまぎま  

なこころの健康問題をもつ当事者や家族の実態把握、自殺対策など国家戦略の具体化、精神疾  

患治療ガイドラインの作成、専門サービスの指導者糞成、国レベルでの啓発活動、鯨床研究推進  

など監ついて施策立案を担当します。それにもとづき、人材育成のための指導者研修を担当し、  

また都道府県紅よる専門研修などの人材育成を支援します。また、厚生労働大臣は本改革が実  

現できるよう必要な予算の保証と診療報酬改革に取巌むととも軋、こころの健康問題の重要性  

と施策の必要性暫こ見合うよう、担当部署（現・精神・障害保健課）の体制やあり方を見直します。  

さらに、これらの取組みについて法的な整備を行なうために、厚生労働大臣のもと中期戦略を  

速やかに策定したうえで、「芸．；：篭の髄凄碍保持選び増媛萄ため釣顆韓痍奮対韓姦療法寮」（仮  

称）を制定し、それにもとづいてこころの健康推進基本計画を策定します。精神保健福祉法な  

ど関連する法律の見直しを進めていきます。  
次のページにつづく○   
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本改革についてほ、国家的戦略課題であるという重要性に鑑みて、従来の医療費の再配分とい  

う枠組みを越えて、慶先的に予算を投入することを検討します。とくに大麻な改革になる移行  

期については、一時的な予算の増額を保証します。とくに精神保健の活動については、自殺対策  

基本法や子ども・若者育成支援推進法など、こころの健康問題を基盤とした個別法における事  

業と共同することで、その事業効果を高めるとともに、財政を有効活用することも検討します。  

改革は期限と数値目標を明確にして行います  

改革は全体として7年計画で行ないます。2011～2012年度（平成23～24年度）を地域こころの  

健康推進先行事業の2年間とし、全国50エリアについて改革を試行します。2011年度（平成23年  

度）は補助金にもとづく事業として行い、その結果にもとづく修正を加えたうえで2012年度  

（平成24年度）にほ医療法欝6次改正や診療報酬改訂を受けて、診療報酬と補助金事業を並行し  

た形で実施します。地域こころの健康推進先行事業2年間の経験をもとに、2013～15年度（平成  

25～27年度）は事業の必要性が高いと考えられる市区町村について、本事業・前期としての取  

り覿みを行い、2013と2014年皮は10％、2015年度は30％の合計50％の改革実施を目標としま  

す。2016～2017年度（平成28～29年度）は本事業・後期で、人口密度の低い地域など改革実施の  

困難な地域も含めて全国での普及を目指して、1年15％ずつの改革を目標とし、7年間で合計  

80％の実施を目標とします。  

〔付記〕  

この文章のイラストならびに冒頭の解説遅画は、精神疾患のご家族をもつ浸画家である協力要具・中村ユキ氏  

が、ボランティアで製作し「こころの健康政策積層会議」に提供してくださったものです。  

頑やぽぜ沖好鵬刷好脚絆一姉・掬鵬鴎灘申呼鴎一幽魂鴎一掬  

BOXl  

外来・在宅鴇韓科医療におけるケアプログラムアブロ榊季膵P鋸の辱Å  

薬によって病気を治療するだけでなく、心理的なサポートをしたり、生活や就学・就労を  

捜極的に支援したりして、その人その人のニーズにあった包括的なサービスをパッケー  

ジ化して当事者・家族にスムーズに届ける治療・支援体制の実現が求められています。  

そのために、医師を含む多職種のチームで、当事者や家族の希望を尊重した包括的な治  

療・支援計画（ケアプログラム）を作成し、それに藩った治療・支凍を捷供していくことが  

必要となります。また、包括的なサービスを切れ目無く提供していくために、主治医だ  

けでなく担当制のケアコーディネーター（看護師、精神保健福祉士、盛床心理職、作業療  

法士、等）を当事者・家族に割り付けます。相談したことがある際には、主治医だけでな  

く、ケアコーディネーターにも相談ができます。  

こうした治療・支援体制を普及させ、当事者・家族の回復（リカバリー）を地域でより効果  

的に支えていくために、外来・在宅医療においてこうしたケアプログラムアプローチ  

（CPA）が保障される診療報酬等の仕組みを整備する必要があります。また、「包括的諸  

表」の考え方を導入して、医師だし＝こよる3分診療を解消し、ケアコーディネーターがよ  

り機能的に当事者・家族を支援できるようにする必要があります。  
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日OX宝  

ニ脚諸に応じたアウトリ職牽嬰岬ム  

当事者・家族のニーズに添った多様なアウトリーチチームが必要です。  

例えば、精神疾患を発病したばかりで、緊張や不安が強く、自宅など慣れた環境での治  

療や支攫を望む当事者や家族に対して、必要なサービスを病初期から届け、回復支援  

をするチーム（早期支連チーム）、病状が急に悪化した常に、タイムリーにかけつけて  

くれて、その場で支援・治療を提供してくれる救急型のアウトリーチチームく危機解  

決・訪問治療チーム）、症状や障害が重い当事者やその家族を地域で積極的に支えるア  

ウトリーチチーム（ACTチーム）など、当事者や家族のニーズに効果的に対応で者る専  

門アウトリーチチームが地域に一定数あることが望まれています。  

盲 L伽  

日OX謹  
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BQX3 

新たな韓神保優麗療啓棚ビスを寛え悉Å額の養成、  

専門普職ビス供給鱒観の登健  

良質な専門医療がどの地域でも受けられるようにするためには、志度な技術を兼ね備え  

た人材を迅速かつ計画的に、大幅ヒ増員する必要があります。そのためには、①国際基  

準に匹敬する指導者を養成する国レベルの研修システム、②全国数箇所の高度寺門精神  

医療研修拠点、およぴ⑨身近な地域で充実した研修が受けられるシステム、等を早急に  

整備する必要があります。  

例えば、うつ病や不安障害、統合失調症等に対して有効とされる静知行動療法を広くか  

つ適切に精神医療のなかで普及させるために、英国では3年間で363億円を投じて人材  

育成を行ったのに対して、日本では、22年度の類似事業費が単年度予算で年間1千万円  

程度にとどまっています。諸知行動療法をはじめ、当事者・家族・国民のニーズに応える  

精神医療サービスを普及させるためには、人材養成に対する投資が不可欠です。  

例えば、認知行動療法の研修・育成計画を撞菓します。  

●国際的基準に匹敵する認定認知行動療法士の育成   

3年間で100人の指導者を育成   

3年間でヰ000人の認定認知療法・認知行動療法士の育成  

●認知療法・認知行動療法の素養を待った専門家育成のための1～2日ワークショップ   

3年間で3000人弱   

5年間で1万人以上  
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BOX4  

こころの健康増進啓発礫構（仮称）の設置  

国民のこころの健康についての理解を深め、精神疾患についての偏見や差別をなくす  

ための啓発を国家的に推進する横構が必要です（仮称：「こころの健康推進啓発機  

構」）。「こころの健康推進啓発機構」の主な役割は、以下です。  

●ナショナルサイト（ホームページ）を運営管理し、精神疾患についての正しい情報を   

発信します。  

●保健所や地域ヱころの健康推進チーム（仮称）が地域で啓発活動を行う際に用いる   

啓発資材を開発し、Web上で公開します。  

●ナショナルサイトには、地域こころの健康推進チームの場所（地図）、連絡先等が掲   

載されます。  

●Web上で実施できる軽症のうつ病・不安障害に対する認知行動療法プログラムを開   

発し、提供体制を構築し、国民のセルフケア能力を高めます。  

●うつ病をはじめとする精神疾患についての啓発キャンペーンを全国的に展開する   

とともに、その効果・検証研究を行います。  

●全国規模の精神保健リテラシー調査を実施し、国家的な啓発戦略を構築します。  
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‥
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BOX5  

学校教育において精神疾患教育を導入する  

中学校や高校の学校数膏の中に精神疾患教育を導入するために、以下の具体的な取り  

組みを行います。  

●学校における精神疾患教育の導入にむけた厚生労働省患よび文部科学者の合同検   

討チームを発足させ、次回の学習指導要領の改訂時を目指した準備を進めます。  

●学枚教育授業プログラムの開発を進め、その効果検証に関するモデル事業を10銅交 差  

程度対象に実施します。  
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あらゆる精神保健間遠に早期に対応  
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地域のニーズを把握しサービス整備を繰言  
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～なぜ、今「精神疾患対策基本法」の制定が必要なのか？～  

我が国における精神疾患の現状   

いま、国民の「こころ」は深刻な状況にある。それは、平成10年から毎年3万人以上の人々が  

自殺によって命をなくしており、平成17年には精神科を受診する人も推計300万人を超え（国  

民の約40人に1人が精神科を受診）、その後も増加が続いていることに端的に表れている。こ  

れほ、先進国で最悪の状態である。   

精神疾患ほ、今日の我が国においてほ、がん、脳血管・循環器疾患とともに三大疾患の一つと  

して位置づけられるべきものであり、まさしく「国民病」にほかならない。WHOにより疾患対  

策の政策的重要度の指標とされる「健康・生活被害指標」（DALY（DisabilityAdjustedLife  

Years、障専調整生命年））によれば、我が国では、国民の寿命・健康ロスの最大の原因となって  

いるのは精神疾患であり、全体の4分の1を占めている。   

このような現状が放置されることによって、単に精神疾患を有する者本人やその家族等が苦  

難を強いられるのみならず、社会的に見ても活力と発展を阻害する膨大な国民的損失が生じて  

いるのである。  

これまでの精神疾患対策   

しかし、従来、我が国でほ、国の重点施策である4疾病（かん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿  

病）・5事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急を含む小児医療）には精神  

疾患は含まれてこなかった。また、本来であれば精神科医療の特性を考慮した適切な看護基準、  

診療報酬及び人員配置基準を設けなければならないにもかかわらず、いわゆる「精神科特例」  

（精神科については、医師・責苦師等の職員配層は他の診療科よりも少なくともよいとの特例。  

医療法施行規則で設けられている）に代表されるように逆方向の基準設定が放置されてきた。  

すなわち、我が国においては、「からだ」の健康に比べると、「こころ」の健康の位置づけが低く、  

また、社会の取鼠も遅れてきたのである。   

また、国民の「こころ」の健康についての国のこれまでの施策は、入院医療の轟供が中心とな  

ってきたことに代表されるように、精神疾患の特性や現状から見て当を得たものとは言いがた  

いものでもあった。   

その結果、近年の精神科医療を含む精神保健・福祉サービスに対する国民のこ－ズの急激な  

高まりや国民の意識の変化に対して、椅神保健・福祉に係る我か国の法制度やその運用倦㈲ほ、  

旧態依然のまま、いわばレガシー・システムと化してしまっており、到底、国民のニーズに対応  

できるようなものとは言えなくなってLまっている。  
次のページにつづく○  
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精神疾患を有する薯やその家族が置かれてきた過酷な境遇   

このような国民のニーズと法制度・運用体制との商議・歪みのしわ寄せほ、当然のように、精  

神疾患を有する老木人やその家族等の当事者に押Lつけられてきた。しかし、この間題は、こ  

れら当事者の自助・共助で対応できるようなものではなく、その蘇果、家族その他の介護者の精  

神的・肉体的・経轟的な負担は想像を超える過酷なものとなってしまっているといわざるを得  

ない。そして、これに起因して様々な悲劇も生まれてきたことは、周知のとおりである。   

他方、園民の側においても、精神疾患に関する正確かつ十分な知議や情報が不足しており、ひ  

いては、精神疾患を有する者に対する正当な根拠のない偏見が生じていたこともまた事実であ  

る。そして、そのことが、精神疾患の予防・早期発見、精神疾患を有する者の地域社会における  

生活への移行及びその定着を妨げる一因ともなってきたのである。  

国家戦略としての縫合的な精神疾患対策の必要性   

上記の・ような現状にかんがみ早と、精神科医療を含む精神保健・福祉サービスを真に充実さ  

せるため監ほ、従来勾施策の弥縫的な改善策にとどまるのではなくて、その在り方を板木から  

大胆かつ抜本的に改革する必要がある、との認識に至らざるを得ない。その際に肝要なことは、  

まず、精神疾患を有する者やその家族・介護者のみならず、立法・行政という政策決定の枢要な  

立場にある人々及び精神保健・福祉サービスに携わる様々な関係者が、「国民のこころの健康の  

回復と増進」は国家的戦略課題であるという視点を持つこと、そして、英国の精神保健改革の事  

例に見られるように、国として精神保健・福祉施策の抜本的改革を短期集中的紅推進する人的・  

物的な体制を整備し、到達すべき明確な政策目標を掲げることが急務であるとの認識を持つこ  

とである。   

そのためには、「正しい認識」と「明確な理念・目標」に基づいた「抜本的な対策」の必要性に関  

する臣民的合意が形成されなければならない。   

すなわち、（Dまず、精神疾患は誰でもかかり得るものであり、そして、精神疾患が我が国にお  

いて膨大な国民的損失を生み出しているという事実を、新たな施策構築の前提として認激する  

ことか必要である。②その上で、下記の「こころの健康の保持及び増進のための精神疾患対策基  

本法案（仮称）・要綱案（試案）」において掲げる「基本理念」にのっとり、また、そこに掲げる「基  

本的施儒」を具体化した個別の施策を展開していくことが必要である。⑧その際には、これまで  

の「保健・医療・福祉」といった縦割り意識にとらわれることなく、精神科医療を含む精神保健・  

福祉サービスの利用者である当事者本位の目線に立って、「保健・医療・福祉」の三位一体の「抜  

本的な対策」として立案・実施していくことが重要である。  

私たちは、このような藩論に立って、ここに、「こころの健康の保持及び増遜のための精神疾  

患対策基本法集」を兼奏する。  

次のページにつづく○  
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こころの健康の保持及び増進のための  

精神疾患対策基本法轟（億称卜要綱案（試案）  

目次  

（前文）   

第一 総則   

一 目的   

二 定義（精神疾患、精神保健・礪祉サービス）   

三 基本理念   

1．精神疾患を有する者の権利及びその人権の尊重・差別の禁止   

2．地域社会におけるサービス提供体制の整備（均てん化等）と予防・早期発見の重要性   

3．適切で高質な精神科医療の提供   

4．家族・介護者支援の充実   

5．教育・啓発の重要性   

四 責務（国、地方公共団体、医療保険者、医師等、国民）   

五 法制上の措置等   

第二 棺神疾患対策推進基本計画等   

一 橋神疾患対策推進基未計画   

二 部道府県精神疾患対兼推進計画   

三 市町村精＃疾患対策推進計画   

第三 基本的施策  

地域社会における精神保健■福祉サービスの包括的・総合的な提供体制の整備等  

l 精神科医療の質の向上その他の提供体制の整備  

家族及び介護者の支援  

情報の収集提供及び国民の啓発  

人材の育成  

行政体制の整備及び評価機関の設置等  

調査及び研究  

一
二
三
四
玉
六
七
 
 

簾田 こころの健康政策推進協議会専   

一 こころの健康政策推進協議会   

＝ 瀞道府県こころの健康推進協議会   

三 市町村こころの健康推進協議会   

第四 施行期日   

第犬 種過措置（集中改革期間  
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（前文）  

前文を設けることとする場合には、上記の「制定に向けて」の趣旨や、こころの健康政策  

構想会議の答申をペースに、本法制定に至る背景や現状、そして本法制定の意義・必要性  

専について、記述するものとする。   

第一 総則  

一 目的  

この法律は、精神疾患対策に閲し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、医師等及び  

国民の責務を明らかにし、並びに精神疾患対策の推進に関する計画の策定について定めるとと  

もに、精神疾患対策の基本となる事項を定めることにより、精神疾患対策を給食的かつ計画的  

紅推進し、もって国民のこころの健康の保持及び増進に資することを目的とするものとする。   

ニ 定義  

①この法律において「精神疾患」とは、統合失南症、精神作用物質による急性中毒又はその依存   

症、知的障害、精神病質その他の精神的健康に支障を及ばす疾患をいうものとする。  

⑧この法律において「精神保健・福祉サービス」とは、精神科医寮その他の精神保健サービス及   

び精神疾患を有する者に対する生活支援その他の福祉サービスをいう。   

三 基本理念  

精神疾患対策は、次の事項を基本理念として行われなければならないものとする。  

1．精神疾患を有する者の権利及びその人権の尊重・差別の禁止  

①すべての精神疾患を有する暑が、それぞれ、個人としての尊厳を持った人格として尊重さ   

れ、かつ、科学的知見に基づいた適切な精神保健・福祉サービスを受けることほ、これらの暑   

が有する権利であること。  

②すべての精神疾患を有する者の人権が尊重され、精神疾患を宿する着であることを理由忙   

差別されないよう、酷慮されたものでなければならないこと。  

2．地域♯会におけるサービス提供体制の整備（均てんイヒ専）と予防・早期発見の重要憾  

（D精神保健・福祉サービスは、精神疾患が誰でもかかり得るものであるとの認識を前提に、ど   

こに住んでいても等しくサービスを受けることができるものとして提供されるものとする   

とともに、精神疾患を有する暑がその病状の許す限りできるだけ地域社会における日常生   

活を営みながら、包括的・総合的な精神保健・福祉サービスとしてこれを受けることができ   

るようにすること。  

⑧精神保健・福祉サービスの提供体制は、精神疾患の予防・早期発見の重要性紅配慮して構築  

されること。  

3．適切で高賞な嶺神科医轟の提供  

すべての精神疾患を有する暑が、その精神疾患の状態に応じて適切で高質な医療を受けること  

かできるようにすること。  

次のページにつづく○  
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4．兼族・介護者支援の充実  

精神疾患を有する者の家族その他の介護者が支援のためのサービスを受けることは、これらの者が  

有する権利であるとの認識の下に、これらの者忙対する支援のための施策の充実が図られること。  

5．故育・啓発の重要性  

精神疾患を有する者に対する正当な根拠のない偏見を払拭するよう、精神疾患に関する正確か  

つ十分な知識や情報を伝えるため、国民に対する充実した教育及び啓発がなされること。  

四 責務   

1．国の寺務  

国ほ、基本理念にのっとり、精神疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものと  

する。  

2．地方公共団体の兼務  

①都道府県は、基本理念にのっとり、精神疾患対策に閲し、市町村を包括する広域的な地方公   

共団体として、国及びその包括する市町村との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その   

地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するものとする。  

②市町村は、基本理念にのっとり、精神疾患対策に閲し、地域住民に最も身近な基礎的な地方   

公共団体としてその地域住民の福祉増進を図るべき第一義的な主体であるとの家裁を踏ま   

えて、国及び当該市町村を包括する都道府県との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、そ   

の地域の特性に応じた施策を策定L、及び実施する責務を有するものとする。   

3．医療保険者の兼務  

医療保険者は、国及び地方公共団体が讃ずる精神疾患の予防及び早期発見風儀する啓発及び知  

識の普及等の施策に協力するよら努めなければならないものとする。  

4．医師等の責務  

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が誇ずる構神疾患対策に協力し、精神疾患の  

予防及び早期発見に寄与するよう努めるとともに、精神疾患を有する者の置かれている状況を  

深く認識し、適切で高質な精神疾患医療を行うよう努めなければならないものとする。  

5．国民の責務  

国民は、精神疾患に関する正しい知識を持つとともに、地域社会において、国及び地方公共団体  

が実施する施策に協力するよう、努めなければならないものとする。   

五 法制上の措置等  
政府は、基本理念にのっとり、かつ、精神疾患対策推進基本計画に定める目標を達成する観点か  

ら、必要な法制上、財政上その他の措置を講ずるものとする。  

次のページにつづく○  
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第二 精神疾患対策推進基本計画等  

一 精神疾應対策推進基本計画  

①政府は、精神疾患対策の投合的かつ計画的な推進を図るため、頼神疾患対策の推進に関する基本   

的な計画（以下「精神疾患対策推進基本計画」という。）を策定しなければならないものとする。  

②精神疾患対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標   

及びその達成の時期を定めるものとする。  

⑧厚生労働大臣は、精神疾患対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関   

の長と協議するとともに、こころの健康政策推進協議会の意見を聴くものとする。  

④政府は、精神疾患医療に関する状況の変化を勘案し、及び精神疾患対策の効果に関する評価   

を踏まえ、少なくとも5年ごとに、精神疾患対策推進基本計画に検討を加え、必要があると   

認めるときには、これを変更しなければならないものとする。  

⑤①から④までに定めるもののはか、精神疾患対策推進基本計画の作成、公表、変更等につい   

て、所要の規定を設けるものとする。   

ニ 都道府県精神疾患対策推進計画  

（D都道府県は、精神疾患対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における精神   

疾患を有する老に対する精神保健・福祉サービスの提供の状況等を踏まえ、当該都道府県に   

おける精神疾患対策の推進に関する計画（以下「都道府県精神疾患対策推進計画」という。）   

を策定しなければならないものとする。  

②都道府県精神疾患対策推進計画は、医旋法に規定する医療計画、健康増進法に規定する都道   

府県健康増進計画、介護保険法に規屈する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の   

裁定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた   

ものでなければならないものとする。  

③①②に定めるもののはか、都道府県精神疾患対策推進計画の作成、公表、変更等について、所   

要の規定を設けるものとする。   

三 市町村精神疾患対策推進計画  

①市町村ほ、精神疾患対策推進基本計画及び都道府県精神疾患対策推進計画を基本とすると   

ともに、当番市町村における精神疾患を有する者に対する精神保健・福祉サービスの長供の   

状況等を拝まえ、当該市町村における精神疾患対策の推進に関する計画（以下「市町村精神   

疾患対策推進計画」という。）を策定するように努めなければならないものとする。  

②①に定めるもののほか、市町村精神疾患対策推進計画の作成、公表、変更等について、所要の   

親定を設けるものとする。  

第三 基本的施策  

一 地域社会における楷神保健・礪祉サービスの包括的・総合的な提供体制  

の董億等  
次のべ一ジにつづく○  
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1．地域社会において一貫した精♯保健・福祉サービスが受けられる体制の整備  

国及び地方公共団体は、精神疾患を病んでもその病状の許す限りセきるだけ地域社会において  

日常生活を営むことができるよう、精神疾患を有する者及びその家族その他の介護者がいつで  

も相談が受けられ、医療その他の保健サービスと生活支援その他の福祉サービスとがすき問な  

く一貫して受けられることを旨として、この法律に定める精神保健・福祉サービスの包括的・投  

合的な提供体制の婁備を図るものとする。  

2．樺神保健・福祉サービスの均てん化  

国及び地方公共団体は、すべての者がその居住する地域にかかわらず等しくその精神の状態に応  

じた適切な精神保健・福祉サービスを受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。  

3．精神疾應の予防及び早期発見のための施策の充実  

国及び地方公共団体は、精神疾患軋対して予防及び早期発見か極めて重要な対策であること並び  

に精神疾患を有する者の多くが思春期において精神病様体験凌している事実にかんかみ、地域、職  

場、学校等あらゆる場を通して、精神保健の在り方及び精神保健と精神医療との連携の在り方忙つ  

いての検討を踏まえ、精神疾患の予防及び早期発見のために必要な施策を溝ずるものとする。  

4．「アウトリーチ」の手法による♯神保健・福祉サービスの提供條倒の整備  

国及び地方公共団体は、精神疾患の予防及び早期発見に資するとともに精神保健・福祉サービス  

が円滑に提供されるよう、次に掲げる「アウトリーチ」の手法による精神保睦・福祉サービスの提  

供体制を整備するよう必要な施策を兼ずるものとする。  

①精神疾患に係る保健、医＃又は福祉の多様な専門家から構成され、住民の精神保健・福祉に   

係る諮問者に常時対応できる「地域メンタルヘルスチーム（地域こころの健康推進チーム   

（仮称））」制度を創設すること。その際には、そのチームが担当する地域を明確にした「メン   

タルヘルス・キャブチメン「ト・エリア」を設定するとともに、従来の保健、医療及び福祉の各   

分・野の適切な連携を図る等効率的・効果的な運営を図るものとすること。  

②「早期介入チーム」、「危橙解決チーム」や「ACT（包括型地域生活支援）チーム」制度を導入   

すること等により、精神疾患を有する暑が地域社会において日常生活を送ることができる   

ようにするための在宅治療その他在宅型の精神保健・福祉サービスを提供すること。  

5．精神保健・福祉サービスの提供を受ける青の人権に対する配慮  

国及び地方公共団体は、精神保健・福祉サービスの提供に当たっては、真にやむを得ない場合を  

除いて当該提供を受ける者の同意を要件とする等当該提供を受ける者の人権に配慮するとと  

もに、その侵害の防止のため紅必要な施策を蕎ずるものとする。なお、施策を青ずる際は、精神  

疾患を有する者及び家族その他の介護者の意見が反映されるよう配慮するものとする。  

6．住民ニースにきめ細かく対応した施策の実施及び「地域力・市民力」の活用  

①市町村は、地域における精神保健・福祉サービスの提供に当たっては、地域住民に最も身近   

な基礎的な地方公共団体として、その地域住民のニーズを正確に把握するとともに、きめ細   

かくこれに対応した施策を誇ずるものとする。  

③市町村は、地域における精神保健・福祉サービスの轟供に当たってほ、当該地域に密着して   

活動するⅣPOその他の民間団体の柔軟な創意工夫を最大限に活かした「地域力・市民カ」   

を活用するよう努めるものとする。  
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ニ 精神科医療の賞の向上その他の提供体制の整備   

1．精神科医療の箕の向上  

国及び地方公共団体ほ、精神疾患を有する暑がその精神疾患の状態に応じた適切な精神科医療  

を受けることかできるよう、専門的な精神科医療の提供等を行う医療磯開の整備を図るととも  

に、精神科医療において満たすべき診療指針（ガイドライン）を策定する等精神科医療の賀の向  

上のために必要な施策を藩ずるものとする。この場合において、国及び地方公共団体は、入院  

医療か愕神疾患を有する者の行動の自由その他の人権に重大な影響を与えるおそれのあるも  

のであることにかんがみ、入院医療はやむを得ない場合に限定されるぺきものであることを認  

識するとともに、入院医療を受ける者の人権に特に配慮するものとする。  

2．チーム医療の導入の促進  

国及び地方公共周体は、医療機関において、十分な診療時間が確保され（3分診療から30分診療  

へ）、様々な治療手段を組み合わせた質の高いサービスが捷供されるよう、チーム医療の本格的  

な導入を促進するための施策を講ずるものとする。  

3．帝神科医療の高規格化  

国及び地方公共団体は、過剰な精神科病床を削減し、これを高規格の専門医療病凍（救急・急性  

期、児童思春期、依存症、老知症、合併症等）に集約するための施策を蕎ずるものとする。   

王 家族及び介護者の支援   

1．家族・介護者支援の体制整備、支援専門職の創設及びレスバイト施設の設置  

国及び地方公共団体は、医療機関において、精神疾患を肴する者の家族その他の介護者が十分  

な説明及び相談（カウンセリング）を受けられるような体制を整備するとともに、精神疾患を有  

する者の家族及び介護者を支援する専門職（「ピアサポーター」・「家族支援専門員」（いずれも仮  

称）等）の制度を創設し、精神疾患を有する者の家族及び介護者の負担の軽減を図るため、掃神  

疾患を有する暑が短期間養護を受けるために必要となる居室（レスバイト施設＝一時的な休  

息・休憩のための施設）を確保するための措置を講ずるものとする。  

2．住民ニーズにきめ細かく対応した施策の異施及び「地域力・市民力」の活用  

市町村が上記1の措置を黄ずる場合においても、上記一の6に留意するものとする。   

四 億報の収集提供及び国民の啓発   

1．情報の収集達供体制の整備  

国及び地方公共団体は、精神保健・福祉に関する情報を収集するとともに、これを継続的に国民  

に提供する体制を整備するために必要な施策を溝ずるものとする。  

2．教育等による啓発  

国及び地方公共団体は、小学校、中学校、高等学校等における精神疾患に係る保健、医療及び福  

祉虹関する教育を充実するとともに、地域及び職場においても精神疾患に係る保健、医療及び福  

祉に関する教育その他の取組を強化すること等により、国民が精神疾患に関する理解を深め、  
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正しい知読を持って行動できるようにし、精神疾患に対する偏見をなくすよう必要な施策を講  

ずるものとする。  

3．こころの健康週間（仮称）  

①国民の間に広く精神疾患をはじめとしたこころの偉康についての関心と理解を深めるた   

め、こころの健康週間を設けるものとする。  

②こころの健康週間は、○月○日から○月○日までの1週間とするものとする。  

③国及び地方公共団体は、精神疾患に関する啓発事業その他のこころの健康週間の趣旨にふ   

さわしい事業を実施するよう努めなければならないものとする。   

五 人材の育成  
国及び地方公共団体は、精神疾患に関する専門的な知識及び技能を有する医師、保健師、相談支  

援員その他の精神疾患に係る保健、医療又は福祉の多様な分野に従事する者の育成を図るため、  

十分な教育・研修体制を盤偏する等必要な施策を黄ずるものとする。この場合においてほ、特に、  

精神疾患を有する者及び家族その他の介護者の視点に立って、人材の育成を図るものとする。   

大 行政体制の整備及び評価機関の設置等   

1．精神疾患対濡の推進及び実施のための行政体制の整備  

国及び地方公共団体は、国民のニーズに応えられる高質かつ効率的な精神保健・福祉サービス  

を実現するため、精神疾患対策を総合的かつ一元的に推進し、及び実施する行政体制を整備す  

るものとする。  

2．評価機朋の設置等  

国及び地方公共団体は、国民のニーズに応えられる高質かつ効率的な精神保健・福祉サービス  

を実現するため、提供されるサービスを評価する機関の設置、評価のためのガイドライソの制  

定その他の施策を講ずるものとする。この場合紅おいては、精神疾患を有する普及び家族その  

他の介護者の意見がサービスの評価に反映されるよう、当該機閑のメンバー構成及び当該ガイ  

ドラインの制定手続において配慮するものとする。   

七 調査及び研究   

1．措神疾雇を有する者及び家族その他の介護者に係る実態調査  

①国は、精神疾患対策を効率的かつ実効的に詰ずるため、随時又は定期的に、全国的規模にわ   

たって、精神疾患を有する者及び報酬を受けることなく精神疾患を有する者の介護をして   

いる家族その他の介護者の実態並びにこれらの者の精神疾患対策及び介護者支援策に関す   

る意向、介護者の負担感等の意識に関する調査を行うものとする。  

（診国ほ、①の調査に当たっては、広く介護を行っている者についてその実態及び意識等カミ把握   

できるよう努めるものとする。  

2．精神疾層に係る研究  

国及び地方公共団体は、精神疾患の本態解明、革新的な精神疾患の予防、診断及び治療に関する  

方法の開発その他の精神疾患の寝息率及び精神疾患による自殺率の低下並びに精神保健・福祉  
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サービスの向上に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう、  

これ紅必要不可欠な傭人惜報の利用を含めた必要な施策を藩ずるものとする。  

第四 こころの健康政策推進協議会等  

－ こころの健康政策推進協議会   

1．設置  

厚生労働省に、精神疾患対策に関する事項を処理するた吟、こころの健康政策推進協議会（仮  

称）（以下「協議会」という。）を置くものとする。  

2．所掌事務等  

①所掌事務   

協議会は、次に掲をヂる事務をつかさどるものとする。   

1．精神疾患対簾推進基本計画の案について、厚生労働大臣に意見を述べること。   

2．精神科医療に関するガイドライン（第三のこの1のガイドライン）の案について、厚生労  

働大臣忙意見を述べること。   

3．精神疾患対策の実施状況について検証、評価及び監視を行い、必要と認めるときほ、厚生  

労働大臣その他の関係各大臣阻建議すること。   

4．精神疾患対策に関する関係機関及び関係団体との連絡調整その他の事務。  

（診資料の連出その他の協力等   

協議会は、その所掌事務を遂行するため、行政機関及び地方公共団体に対して、資料の提出、   

説明その他の必要な協力を求め、又はその業務の運営状況を調査することができるものと   

する。  

3．妻鼻  

①協議会は、委員00人以内で組織するものとする。  

②協議会の委員は、精神疾患を有する者及びその家族又は介護者を代表する者、精神科医療を   

含む精神保健サービスに従事する者及び精神福祉サービスに従事する者並びにこれら紀聞   

する学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命するものとする。  

4．その他  

協議会の組織及び運営に閲し必要な事項は、政令で定めるものとする。   

ニ 都道府県こころの健康推進協議会   

1．設置・所掌事務  

都道府県は、当該都道府県における精神疾患対策に関する事項を処理させるため、条例で定め  

るところにより、都道府県こころの健康推進協議会（仮称）（以下「都道府県協議会」という。）を  

定くものとし、都道府県協議会ほ、上記一の国の協議会に準じて、当該都道府県の都道府県精神  
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疾患対策推進計画について意見を述べ、その精神疾患対策の実施状況について検証、評価及び  

監視等を行うものとする。  

2．その他  

都道府県協議会の組級及び運営に閲し必要な事項は、都道府県の条例で定めるものとする。  

三 市町村こころの健康推進協議会   

1．設置・所掌事務  

市町村は、上髭二の都道府県協議会に準じて、当該市町村における精神疾患対策に関する事項  

を処理させるため、条例で定めるところにより、市町村こころの健康推進協議会（仮称）（以下  

「市町村協議会」という。）を置くよう努めなければならないものとする。  

2．その他  

市町村協議会の組織及び運営に閲し必要な事項ほ、市町村の条例で定めるものとする。   

第五 施行期日  
この法律は、00から施行するものとする  

蔦犬 種過措置（集中改革期間）  

－ この法律施行後最初に策定する精神疾患対策推進基本計画等  

①政府は、この法律の施行後最初に策定する精神疾患対策推進基本計画については、集中改革   

期間（精神保健・福祉の各領域にわたる改革を集中的に実施すべき期間をいい、この法律の   

施行の日の属する年度から平成○年度までとする。以下同じ。）において講ずべき施策の具   

体的な目標を定めるものとする。  

⑧都道府県及び市町村の精神疾患対策推遷計画も、上記①に準じるものとする。   

ニ 集中改革期間における法制上の措置に関する留意事項  
政府は、集中改革期間において第一の五の措置を講ずる場合において、必要となる法制上の措  

置については、可及的速やかに、実施できるものから塀次、段階的に語ずるものとする。この場  

合においては、特に次の事項に留意するものとする。   

①精神保健福祉法、医療観察法その他の法律におげる非乱発的入院の在り方  

②精神保健福祉法におげる保護者御慶の在り方  

⑨以下（略）  
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こ㌃ろ毀健康政策構想会儀委員構成者薄  

所属・役職  所属・役職  年率  

嫁艶姿屋蕊牒土鳩沌  

神庭 重信  

河西 千明  

小泉 典章  

斎膝 万比舌  

斎藤 正彦  

高木 倹介  

高橋 ひとみ  

竹元 隆洋  

中根 允文  

中村 ユキ  

清春 唐由  

広瀬 徹也  

藤原 修一郎  

古川 蓄亮  

堀姓 栄子  

松原 三郎  

水田 烹  

氏名  

淫貰隼靂委展望  

岡崎 祐士を凝  

竹島 正 針養牒   

層出 正人私達薫  

伊勢田 尭  

岩成 芳夫  

東京都立扱訳病院院長  

国立精神・神経医療研究センター  
緒神保蝕研究所頓州保健計画部長  

群馬大学大学院医学系研究科准教授  

東京都立松沢病僑  

神奈川県立楠神医療センター前貞  

慶應義塾大学保健管理センター教授  

大宮厚生病院副院長  

社会福祉義人巣立ち会理事  

日本福祉大学社会権祉学部教授  

特定非営利活動法人せ田谷さくら金環事  

社屈法人やどかりの呈常務理事  

九州大学医学研究院教授  

横浜市立大学医学部精神科准教授  

長野県精神保健福祉センター所長  

国立国際医療センター国府合病院心理・指事恕長  

医療法人社団翠会 和光病院院長  

たかぎクリニック院長  

東京都杉並区上井革保健センター保健師  

頻宿竹元痢院理事長  

出島診療所所長  

遅商ま  

広島県国幹漂  

帝和病院院長  

NPO地域精神医療ネットワーク  

名古屋市立大学医学部教授  

日本女子大学教授  

松原愛育会槍屋病院理事長兼臨長  

自立支援センターふるさとの会  

久里浜アルコール症センター  

財団法人花園病院理事長兼院長  

蔚保地中央病院神経精神科地鵬紳医療推進藩医師  

子
 
 

l
世
 
 

裕
猛
警
 
 
 

西田 薄志聾韓売品東京巷医学研究機絹凛京都精神医学総合研究所研究員  

積択桑島索蚤義  

朝日 陰  筑波大学大学院人前総合科学研究科教授  

安西 信雄  国立精神・神経医療胡壌センター病旋副院長  

市川 宏伸  東京都立小児総合医療センター小児・思春期梼神科  森川 すいめい  

宇田 募兵  鹿児島県姶良保健所長  

奥村 薫菊子  轟京平成大学臨床心理センター教授  

壬間 真美  聖路加看護大学教授  

会田一 正史  千葉県障幸福社課補神保健福祉推進室  

dヽ石川 放鳥稟   亀田総合病院心療内科楕神科部長  

斎藤 利和  札幌医科大学医学部教授  

佐＃ 光農  読売新聞東京本社医寺清朝部書己着  

佐藤 茂樹  成田赤＋字痢院噸朋劉  

渾 温  医療法人北斗会さわ病院理事長  

下寺 信次  高知大学医学部漁救捜  

来賓 民夫  慶應義塾大学看護匿藩学部准教授  

高溝 ♯春子  東京都多摩府中保姓所保臆師  

立森 久闊  国立精神・神経医療研究センター  
緯闇保魅研究所蹄神保縫針面容隻長  

山角 威  

ま漫 博幸  

霊革凛・箪族章毎  

有村 律子  

井手 密  

小生康 勝二  

岡缶 久美子  

全国稽欄障害者団体連合会  

KHJ西東京親の全会長  

西多轍の会食長  

さいたま市精神陣ガい者奈義会もくせい家族会会長  

全日泰断常連盟  

ダルク女性ハウス  

全国精神保健福祉会連合会会長  

地域生活支援センタービア相談員  

東京都精神障害者知体連合会事務局長  

東京兄弟姉妹の会  

東京萄杉並家族会理事  

全国稀神障害者周体連合会理事  

社団法人やどかりの里  

やどかりの里東砂会副会長  

東京都精神隆幸者家旋会連合会会長  

調有かささぎ会  

社団法人やどかりの里理事  

立川真の全会長  

束京都練馬貴族余韻会長  

全日本断酒連盟理事長  

東京都精神隆幸着団体連合会事務局次長  

東京都精神障善書運休連合会  

同志社大学大学賦教授  

社団法人やどかりの里やどかり情報館  

子
江
 
 

幸
 
隠
 
 
 

見
岡
 
見
上
 
 

川崎 洋子  

黒川 常治  

斉藤 紀恵  

椎名 謙  

島本 祐子  

竹内 政治  

農村 春治  

沼田 光子  

野村 忠長  

野村 義子  

堀 澄清  

爽壁 博美  

松沢 勝  

三田 義久  

森重 寿一  

山崎 勝弘  

山香 清志  

濃遠島港  

早稲田大学人閻科学学術院教授  

日本大学文理学部数綬  

静岡県立こころの医療センター院長  

法政大学法学部准教授  

東京棚長寿医療センター理事長  

国立精神・神経匠轟研究センター  
楠欄保健研究所自殺予防総合対策センター室長  

群馬大学大学院医学系研究科故捜  

慶應覇重大学者誹医療学部  
大学院健康マネジメント研究科教授  

京都大学大学院教授  

順天堂大学医学缶教授  

園立病慌機構花巻病院院長  

樹
齢
即
馳
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鮎
 
鮎
赦
 
 

山根 芳  

横山 御仁  

書住 昭  

碑腎窃襲桑泌：プニ東員  

浅井 邦彦  

伊＃ 廟一郎   

伊さ 曹費  

伊藤 私人   

上ノ山 一寛  

貝脊 久室  

川副 手虎  

詩和食浅井病院理事長兼院長  

国立精神・神経医頑研究センター  
植欄保健研究所社会像梓研究部長  

北見赤十字病院線神科  

宵立精神・神経医療研究センター  
精神保健研究所社会精神保健苦6長  

南彦根クリニック旋長  

なごやメンタルクリニック理事長  

国保地中央病院院長補佐  

介
道
生
子
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徹
進
偉
弥
習
大
 
 

軍
 
 

猿
 
島
油
峰
村
倉
門
 
 

番
 
分
小
山
今
石
長
 
 

東京都立せ訳病院副院長  

東京大学大学旋医学系研究科  

東京大学医学部附属病院  

東京都立松沢病院  

東京都立松沢病院  

社会相祉法人巣立ち会   
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